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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空容器内部の処理室内に配置された試料台上に載せられた試料をこの処理室内に形成
したプラズマを用いて処理するプラズマ処理装置であって、
　前記処理室と連通して水平方向に接続されこの処理室内のガスが通る排気用の空間と、
この空間の下部に配置され当該空間内部と連通し前記排気されるガスが排出される排気口
と、この排気口の下方に連通して配置され前記空間に向けた入口を有して前記ガスを排気
するためのポンプと、前記排気用の空間の内部でこの排気用空間の内部が前記処理室内部
と連通する開口と前記排気口との間に配置されこれらの間を結ぶ方向に沿って延びる板部
材であって、前記試料台の上面の外周端から前記開口を通し前記排気用の空間の内部を見
込んだ場合の視野角外に配置された板部材とを備えたプラズマ処理装置。
【請求項２】
　真空容器内部の処理室内に配置された試料台上に載せられた試料をこの処理室内に形成
したプラズマを用いて処理するプラズマ処理装置であって、
　前記処理室と連通して水平方向に接続されこの処理室内のガスが通流して排気される排
気ダクトと、このダクトの下部に配置され当該ダクト内の空間に連通し前記排気されるガ
スが排出される排気口と、この排気口の下方に連通して配置され前記空間に向けた入口を
有して前記ガスを排気するためのポンプと、前記排気ダクトでこの排気ダクトの内部が前
記処理室内部と連通する開口と前記排気口との間に配置されこの排気ダクト内のガスの流
れに沿って延びる板部材であって、前記試料台の上面の外周端から前記開口を通し前記排
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気ダクトの内部を見込んだ場合の視野角外に配置された板部材とを備えたプラズマ処理装
置。
【請求項３】
　請求項１に記載のプラズマ処理装置であって、
　前記処理室の前記プラズマが形成される空間が円筒形状し、前記試料台が円筒形を有し
て前記プラズマが形成される空間と同軸に配置され、前記排気用の空間が前記試料台の下
方に配置された前記接続部の開口から水平方向に延在した平面形が多角形の空間であって
、前記排気口が前記空間の底面に前記開口から水平方向に距離をあけて配置されたプラズ
マ処理装置。
【請求項４】
　請求項２に記載のプラズマ処理装置であって、
　前記処理室の前記プラズマが形成される空間が円筒形状し、前記試料台が円筒形を有し
て前記プラズマが形成される空間と同軸に配置され、前記排気ダクトが前記試料台の下方
に配置された前記接続部の開口から水平方向に延在した空間であって、前記排気口が前記
空間の底面に前記開口から水平方向に距離をあけて配置されたプラズマ処理装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のプラズマ処理装置であって、
　前記板部材の前記処理室側の先端が前記接続部より前記排気口側に位置しているプラズ
マ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真空容器内部の処理室内で半導体ウエハ等の基板状の試料を処理室内に形成
したプラズマを用いて処理するプラズマ処理装置に係り、特に、真空ポンプ側から被処理
物に飛来する微粒子を遮断して被処理物上の異物を低減したものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記のようなプラズマ処理装置では、一般的に、減圧された真空雰囲気で試料を処理が
実施される。このような処理装置の中においては、処理に際して処理室内の圧力を高い真
空度まで下げる必要があり、これを実現する為にターボ分子ポンプといった同軸周りに回
転する複数段の羽根を備えた真空ポンプが用いられることが一般的である。
【０００３】
　一方で、処理室内で試料のプラズマ処理において生成された反応生成物やプラズマによ
りスパッタされた微粒子が処理室内の壁面に付着して堆積する。このような試料の処理が
長期間、あるいは多数の枚数について実施されと、処理室内部の表面に蓄積された付着，
堆積物が処理室の圧力の変化や表面の温度の変化，プラズマとの相互作用等によって剥離
したり欠損が生じたりして微粒子が発生する。
【０００４】
　このようにして発生した微粒子は、一部は真空ポンプまで移送されて処理室外に排出さ
れるが、他の一部は試料の表面に付着して異物となってしまう。また、真空ポンプに到達
した微粒子は、羽根車が軸周りに高速で回転しているため真空ポンプの入口の開口から内
部に飛来して羽根車と衝突して逆に処理室の側に跳ね飛ばされて処理室内に飛散して試料
上面に付着し異物となってしまうことが知られている（以下、反跳異物と称す。）。この
ような例は、例えば、日本工業出版クリーンテクノロジー、２００３年６月号、２０ペー
ジ、ターボ分子ポンプからの逆流パーティクルの可視化、佐藤信太郎（非特許文献１）に
開示されている。
【０００５】
　このような反跳異物による悪影響を抑制する技術としては、特開２００７－１７０４６
７号公報（特許文献１）に開示のものが知られている。この従来の技術では、排気マニホ
ールド内にターボ分子ポンプに対向するような円板状の微粒子反射部材を設置して、上記
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反跳異物の課題を解決しようとするものが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１８０４６７号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】クリーンテクノロジー、２００３年６月号、２０ｐ、日本工業出版
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　プラズマ処理装置の処理室内で処理が繰り返されると、次第に処理室内の壁面に上記微
粒子が堆積し、脱落や剥離が発生する可能性が増してくる。その結果、浮遊する微粒子が
増加し、試料に付着して異物になるものも多くなってくる。さらに、プラズマ中あるいは
プラズマが発生していない単なるガス流れ中に浮遊する微粒子は、真空排気のガス流れに
乗ってターボ分子ポンプまで排気され、ほとんどの微粒子は装置外に排出される。しかし
、一部の微粒子は、ターボ分子ポンプの高速回転している羽根車と衝突して弾き飛ばされ
る。弾き飛ばされた微粒子（反跳微粒子と称す）は、他の部材に衝突し再度排気されるも
のもあるが、一部は試料まで跳ね返り、異物となるものもある。
【０００９】
　上記従来技術では次の点について十分に考慮されていないため、問題が生じていた。
【００１０】
　すなわち、特許文献１のようにターボ分子ポンプに対向した反射部材では、ガス流れを
阻害するため、ウエハ側からの微粒子が堆積しやすく、新たな異物発生源になってしまう
。また、真空排気効率が低下してしまうので、エッチング性能に影響が出てしまう。
【００１１】
　つまり、上記反射部材により処理室内、試料への反跳異物が低減されるとしても、反射
部材への付着物や反跳異物が堆積してしまい、この反射部材上に堆積，付着した生成物が
新たな異物の発生源となってしまう虞がある。また、これを抑制するために、この反射部
材を定期的な洗浄，交換等の保守作業が必要となりこの作業の間は処理装置による試料の
処理を停止して大気開放することが必要となるため、処理装置の稼働率，処理の効率が低
下してしまう。
【００１２】
　さらには、ターボ分子ポンプによる排気の効率を考えた場合、上記の反射部材は排気の
経路上に設けられた抵抗物として作用するため、ガスの排気の流れの変動や実効的な排気
速度を低下させてしまい、結果として処理の効率を損なってしまう虞が有る。上記従来技
術では、このような点に付いては十分に考慮されておらず問題が生じていた。
【００１３】
　本発明の目的は、異物の発生を抑制して信頼性を向上させたプラズマ処理装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的は、真空容器内部の処理室内に配置された試料台上に載せられた試料をこの処
理室内に形成したプラズマを用いて処理するプラズマ処理装置であって、前記処理室と連
通して水平方向に接続されこの処理室内のガスが通る排気用の空間と、この空間の下部に
配置され当該空間内部と連通し前記排気されるガスが排出される排気口と、この排気口の
下方に連通して配置され前記空間に向けた入口を有して前記ガスを排気するためのポンプ
と、前記排気用の空間の内部でこの排気用空間の内部が前記処理室内部と連通する開口と
前記排気口との間に配置されこれらの間を結ぶ方向に沿って延びる板部材であって、前記
試料台の上面の外周端から前記開口を通し前記排気用の空間の内部を見込んだ場合の視野
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角外に配置された板部材とを備えたプラズマ処理装置により達成される。
【００１５】
　また、前記処理室と連通して水平方向に接続されこの処理室内のガスが通流して排気さ
れる排気ダクトと、このダクトの下部に配置され当該ダクト内の空間に連通し前記排気さ
れるガスが排出される排気口と、この排気口の下方に連通して配置され前記空間に向けた
入口を有して前記ガスを排気するためのポンプと、前記排気ダクトでこの排気ダクトの内
部が前記処理室内部と連通する開口と前記排気口との間に配置されこの排気ダクト内のガ
スの流れに沿って延びる板部材であって、前記試料台の上面の外周端から前記開口を通し
前記排気ダクトの内部を見込んだ場合の視野角外に配置された板部材とを備えたことによ
り達成される。

【００１６】
　さらには、前記処理室の前記プラズマが形成される空間が円筒形状し、前記試料台が円
筒形を有して前記プラズマが形成される空間と同軸に配置され、前記排気用の空間が前記
試料台の下方に配置された前記接続部の開口から水平方向に延在した平面形が多角形の空
間であって、前記排気口が前記空間の底面に前記開口から水平方向に距離をあけて配置さ
れたことにより達成される。
【００１７】
　さらにまた、前記板部材の前記処理室側の先端が前記接続部より前記排気口側に位置し
ていることにより達成される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施例に係るプラズマ処理装置の処理室の構成の概略を示す縦断面図で
ある。
【図２】図１に示す実施例の排気ダクト近傍の構成の概略を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の実施の例を図面を用いて以下説明する。
【実施例１】
【００２０】
　以下、本発明の実施例を図１及び図２を用いて説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の実施例に係るプラズマ処理装置の処理室の構成の概略を示す縦断面図
である。図２は、図１に示す実施例の排気ダクト近傍の構成の概略を示す縦断面図である
。
【００２２】
　これらの図において、プラズマ処理装置１は、内部に試料が処理される処理室が配置さ
れた真空容器及び真空容器の上部の外部でこれを囲んで配置される放電手段と真空容器の
下部と連結され処理室内部を排気するための排気手段とを備えている。放電手段は、真空
容器の円筒形状の部分である処理容器２上部の外周側に配置されてこれを被うように配置
された電界供給装置，磁界供給装置とを備えている。また、真空容器は処理容器２内部の
処理室と連通して処理容器２と水平方向に接続された排気ダクト２９を備えて構成されて
いる。
【００２３】
　上記のように、処理容器２は真空容器の円筒形状を有する部分により構成された容器で
あって、その内部には円筒計上を有する処理室１９とこの処理室１９内部でこれと同軸に
配置された円筒形状の試料台４とを備えている。また、処理容器２の側壁には試料台４上
面と同じ高さで設けられ試料が搬入，搬出する際に内部を通る開口部（ゲート）を備え、
このゲートの外側であって処理容器２の側壁外側にはゲートを開放及び気密に封止するゲ
ートバルブ２２が配置されている。
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【００２４】
　また、処理容器２上部であって処理室１９の上方には、その天井を構成する円板状で複
数の孔が形成されたシャワープレート６が、その上方の誘電体製の円板上状の蓋部材５と
の間に微小な隙間を空けて配置されている。この隙間とガス供給管とが連通されており、
隙間の内部に試料を処理するための処理用ガスが隙間に供給されて隙間内部に拡散し、シ
ャワープレート６の中央部に配置された複数の貫通孔を通り、隙間から処理室１９内に処
理用ガスが導入される。
【００２５】
　処理容器２の上部には、上記シャワープレート６及び誘電体製の円板状の蓋部材５と、
この上方に配置され真空容器を構成して円筒形状の蓋部材８が配置されており、さらに蓋
部材８の内側には、電波源１１と接続されて高周波の電力が供給され処理室１９内部に電
界を供給するための電界供給装置である円板状の導体製のアンテナ７と、アンテナ７と蓋
部材８との間に配置されリング形状を有する誘電体１２とが配置されている。また、蓋部
材８及び処理容器２の側壁の上方または側方周囲には処理容器の外周側でこれを取り巻く
ように配置された磁界発生装置であるソレノイドコイル９が配置され、これにより処理室
１９内部に磁界が供給される。
【００２６】
　排気ダクト２９は、処理容器２の円筒形部分と接続されて内部の処理室１９と連通して
いる。本実施例では、排気ダクト２９は、真空容器の一部を構成した平面形が多角形状を
有し上下方向に側壁が延びる平板で構成されたおよそ多面体と見倣せる形状を備えている
。
【００２７】
　その内部は、処理室１９内部のガスや生成物等の粒子が処理室１９内から流入して底面
の排気口３０から排出される流路である空間となっている。この流路である空間は、処理
室１９の円筒形状の部分の上下方向の軸に対して、水平方向に延在しており、処理室１９
との接続部である開口３１において処理室１９と連通されている。排気ダクト２９の排気
の流路は、開口３１から排気口３０の上方まで延びてこれら（の中心同士）を結ぶ方向に
延在している。この開口３１からから処理室１９内のガスが流入して内部を水平方向に移
動した後、上記処理室１９の軸に対して水平方向に距離を空けて配置されたターボ分子ポ
ンプ１４に流入して外部に排出される。ターボ分子ポンプ１４の流入口の上方であって上
記処理容器２と水平方向に距離をあけた位置の排気ダクト２９の底部には、流入口と連通
し処理室１９内部のガス，粒子が通る円形の排気口３０が配置されている。
【００２８】
　また、排気口３０の上方にこれを開閉するための円形のフタ１６が配置され、駆動手段
とともに排気ダクト２９の上部に連結されている。また、排気口３０の下方でターボ分子
ポンプ１４の流入口との間は排気流路となっており、この流路上には水平方向の軸周りに
回転して排気流路の流路面積を可変に調節する複数の可変バルブ１５が配置されている。
さらに、ターボ分子ポンプ１４の下流側にはこれと流路として連結され処理室１９を荒引
きしてターボ分子ポンプ１４が作動可能な圧力まで減圧するドライポンプ２１が配置され
ている。これらの構成により、シャワープレート６の貫通孔から処理用ガスが供給されつ
つ試料が処理されてプラズマにより生成物が形成されていても、処理室１９内部を高真空
を保持することができる構成となっている。なお、本実施例では、排気口３０，ターボ分
子ポンプ１４及びこれらを結ぶ排気流路とは断面が円形を有してこれらの軸が同軸にされ
ている。
【００２９】
　また、処理室１９の圧力は処理容器２の下部に備えられた圧力計２３によって検知され
ている。圧力計２３は、試料台４内部の導電体製の電極に高周波電力を供給する高周波電
源１３，上記電波源１１，マスフローコントローラ１０等の動作の調節を行っている制御
装置２０と通信可能に接続されており、圧力を示す出力信号が圧力計２３から制御装置２
０に送信され、この信号によって検出された圧力の値に基づいて制御装置２０が可変バル
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ブ１５またはターボ分子ポンプ１４、処理用ガスの供給の等の動作を調節する信号をこれ
らに発信することで圧力を含む試料の処理の条件が、例え処理中であっても、調節される
。
【００３０】
　さらに、本実施例は、排気ダクト２９の排気の流路内部には、上下方向に並行して配置
され水平方向に延在する複数の板状の反射部材１７が配置されている。特に、これら反射
部材１７は、排気ダクト２９内であって開口３１と排気口３０とを結ぶの間に位置し、試
料台４の上面の外周端（特には、試料台４の上面を構成する試料載置面に載せられた半導
体ウエハ等の試料３の外周端）からの開口３０を通した見込み角１８の外側で、排気の移
動方向（流れの方向）に沿って複数枚平行に設置している。これら反射部材１７に関する
動作は、後述する。
【００３１】
　上記のような構成を備えたプラズマ処理装置１の動作について、以下説明する。まず、
試料３の処理に際して、図示しないプラズマ処理装置１が配置されたクリーンルーム等の
建屋内での半導体デバイスの製造を制御するホスト制御装置からの指令に基づいて、制御
装置２０が指定した処理容器２のゲートバルブ２２が開き、減圧された処理室１９内の試
料台４上方に試料３が搬入され載置される。
【００３２】
　試料３が試料台４上面に図示しない静電吸着装置により吸着，保持されると、試料３と
試料載置面との間にＨｅ等の熱伝達ガスが導入される。次に、マスフローコントローラ１
０で流量調整された処理用ガスが蓋部材５とシャワープレート６の隙間を通り、シャワー
プレート６に開けられた複数の孔より処理室１９へと供給され、アンテナ７に供給された
電力によってアンテナ７から放出された電界が蓋部材５及びシャワープレート６を介して
処理室１９内に導入されるとともに、ソレノイドコイル９により生成された磁界が処理室
１９内に供給される。これらの相互作用によって、処理用ガスの物質が励起されてプラズ
マが試料３の上方の処理室１９内部の空間に形成される。
【００３３】
　さらに、高周波電源１３から試料台４内の電極に供給された電力により試料３上方に形
成されたバイアス電位によって、試料３方向にプラズマ中の荷電粒子が誘引されて、試料
３のエッチング処理が開始される。所定の時間あるいは所定の深さまでエッチングが進行
したことが図示しない発光を用いた膜厚さまたは加工深さの判定装置によって判定された
時点で、高周波電源１３が制御装置２０からの指令に基づいて停止される。次に、処理用
ガスが停止され、可変バルブ１５のコンダクタンスを最大（弁の開度を１００％にする）
にして処理室１９の余分なガスが排気される。
【００３４】
　この後、試料３の静電吸着が除かれてゲートバルブ２２が開放され、試料３が搬出され
る。その後、再び新しい試料３を導入して同様な処理が繰り返される。
【００３５】
　このような処理が繰り返されると、次第に処理室１９の壁面に上記微粒子が堆積し、脱
落や剥離が発生する可能性が増してくる。その結果、浮遊する微粒子が増加し、試料に付
着して異物になるものも多くなってくる。さらに、プラズマ中あるいはプラズマが発生し
ていない単なるガス流れ中に浮遊する微粒子は、真空排気のガス流れに乗ってターボ分子
ポンプ１４まで排気され、ほとんどの微粒子は装置外に排出される。しかし、一部の微粒
子は、ターボ分子ポンプ１４の内部で回転軸２８の周りで高速回転している羽根車２７の
羽根と衝突して弾き飛ばされる。弾き飛ばされた微粒子（反跳微粒子と称す）は、他の部
材に衝突し再度排気されるものもあるが、一部は試料まで跳ね返り、異物となるものもあ
る。
【００３６】
　図１，図２には、反跳微粒子の軌跡２４を例として破線で示した。反跳微粒子が試料３
まで達するか否かは、ターボ分子ポンプ１４から試料までのプラズマ処理装置の内部の形
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状に依存する。真空容器内のガスの流れは、全体としては、試料３上方の処理室１９内の
空間（上流側）から排気ダクト２９のターボ分子ポンプ１４上方の排気口３０との間に生
じている。この粒子の流れ（移動）は、処理室１９内の圧力が高く流量が大きくなるほど
内部の粒子に働く流体力が増加することから、ターボ分子ポンプ１４によって弾き飛ばさ
れる反跳微粒子に起因する異物の発生は低減できる圧力，流量によって試料３を処理する
ことが望ましいといえる。しかしながら、処理の条件によってはこのような条件を実現す
ることが処理の効率を損なってしまう場合が生じる。このような条件で処理が行われる可
能性の有るプラズマ処理装置では、反跳微粒子が試料３まで飛来し異物となってしまうこ
とを抑制する必要が生じる。
【００３７】
　本実施例は、ターボ分子ポンプ１４の上流側の排気ダクト２９内部に反跳微粒子が処理
室１９内部に飛散して、試料３上方に移動して異物となってしまうことを低減する構成を
備えている。すなわち、排気ダクト２９内であって開口３１と排気口３０との間に位置し
上下方向に並行して配置され、水平方向に延在する複数の板状の反射部材１７が配置され
ている。
【００３８】
　これらの反射部材１７は、排気口３０の開口３１を通した処理室１９内部への見込み角
３２内に、少なくともその一部が存在するように配置されている。これは、弾き飛ばされ
た反跳微粒子が排気口３０を通り直線的に飛散するため、この飛散の軌道上にこれを遮り
、処理室１９が開口３１及び反射部材１７を介して排気口３０に曝される領域を低減する
ためである。
【００３９】
　特に、本実施例では試料台４の上面あるいは上部の側壁外周には石英等の誘電体製のカ
バーが配置されており、プラズマ内の粒子や処理用ガス内の反応性の物質との相互作用か
ら試料台４内部を保護している。このカバーは試料台４上方で形成されるプラズマと面し
或いは近接しており高温となり、プラズマ中の生成物等の粒子が、例え付着しても、解離
或いは遊離してしまい易い。この本実施例の反射部材１７はこのカバーが開口３１及び反
射部材１７を介して排気口３０に曝されないように配置されている。つまり、複数の反射
部材１７は上記カバーから排気口３０を遮蔽しており、排気口３０から飛来する反跳微粒
子がカバーに付着して再度解離して処理室１９上部に浮遊し試料３の異物となってしまう
ことを抑制している。
【００４０】
　一方、反射部材１７を試料台３上面からの見込み角１８の内側に設置してしまうことを
考える。この場合、反射部材１７の先端が処理室１９内に突出してしまい、処理室１９内
にガス流れを阻害してしまう。このことは、さらに、反射部材１７上に排気のガス内の生
成物や粒子が付着し易くしてしまう。また、このような配置では、排気口３０を含む排気
ダクト内のガス中の生成物や壁面に付着した付着物から遊離した粒子や切片，ターボ分子
ポンプ１４や可変バルブ１５から反射され反跳した粒子の一部は反射部材１７上に付着す
るものがあり、この付着して堆積した生成物や粒子が処理室１９内の試料台４上面に直接
的に曝されることになり、新たな異物発生源となってしまう。
【００４１】
　本実施例では、反射部材１７が、特に上流側の端部が、試料台４上面、特には試料台４
上面の外周端部の見込み角１８の外側に配置されており、処理室１９内に突出していない
。また、排気ダクト２９内部で排気の方向に平行に配置され、排気ダクト２９内の排気の
流れが反射部材１７により阻害されることが抑制されている。このような構成により、反
射部材１７からの異物の生起が低減される。また、ターボ分子ポンプ１４或いは可変バル
ブ１５，排気口３０からの反跳微粒子は反射部材１７に衝突することにより運動エネルギ
ーを消費し、新たな運動エネルギーを獲得すること抑制される。そのため、反跳したとし
ても入射時の速度以下に減速するので、排気内を試料３まで飛来するのが困難になり、排
気のための手段，構成によって跳ね返された反跳異物が低減される。
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　上記のようなプラズマ処理装置１では、処理室１９内部の清掃，点検等の保守のために
、定期的に真空容器を大気開放して清掃や部品の交換が行われ、排気ダクトの清掃が行わ
れる。反射部材１７を取り外しが可能な構造にし、清掃済或いは新品の反射部材１７と交
換可能に構成してもよい。このような構成とすることで、排気の経路が曲がっており、排
気ダクト２９内部に配置された反射部材１７の保守の作業の効率が向上するとともに、装
置の稼働効率が向上する。また、これらの部品は金属でも製作しても良いが、構造が簡単
なので、金属汚染の恐れの無い石英やセラミックスにより構成してもよい。この場合、酸
による洗浄も可能になるので洗浄が十分に実施できるという効果もある。
【００４３】
　以上の通り、本実施例によれば、排気ダクト２９内部にターボ分子ポンプ１４側からの
反跳微粒子を遮蔽，抑制する構成を備え、反跳異物が抑制され、また排気の効率或いはメ
ンテナンスの作業性が向上する。
【符号の説明】
【００４４】
１　プラズマ処理装置
２　処理容器
３　試料
４　試料台
５，８　蓋部材
６　シャワープレート
７　アンテナ
９　ソレノイドコイル
１０　マスフローコントローラ
１１　電波源
１２　誘電体
１３　高周波電源
１４　ターボ分子ポンプ
１５　可変バルブ
１６　フタ
１７　反射部材
１８　見込み角
１９　処理室
２０　制御装置
２１　ドライポンプ
２２　ゲートバルブ
２３　圧力計
２４　反跳微粒子の軌跡
２５　網
２６　固定翼
２７　羽根車
２８　回転軸
２９　排気ダクト
３０　排気口
３１　開口
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